


































地方独立行政法人（法定雇用率2.8%）
①　概況

① ④ ⑤

人 人 人 人 人 人 人 人 ％ ％

1 890.5 2 2 10 0 0 16.0 0.0 1.80 0 0.0

（ 1 876.5 2 2 12 1 － 18.5 1.5 2.11 0 0.0 )

②　障害種別雇用状況

※

※　「地方独立行政法人」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第２の第９号の法人を指す。

詳 細 表

機関

⑥
法定雇用率達
成法人の割合

法定雇用率達
成法人の数

③　障害者の数
F．　計
Ａ×２＋Ｂ＋Ｃ
＋(Ｄ+E)×0.5
（注２）

Ｂ.重度身体
障害者、重度
知的障害者
及び精神障
害者である短
時間労働者
（注３）

②
法定雇用障害
者数の算定の
基礎となる労
働者数（注１）区分

Ｄ.重度以外の
身体障害者及
び知的障害者
である短時間
労働者（注３）

E.重度身体障
害者、重度知
的障害者及び
精神障害者で
ある特定短時
間労働者（注
３）

機関

地方独立行政法人

機関数 Ａ.重度身体
障害者及び
重度知的障
害者
（注３）

実雇用率
F÷②×100

Ｃ．重度以外
の身体障害
者、知的障害
者及び精神障
害者
（注３）

G．うち新規雇
用分（注４）

３．地方独立行政法人における雇用状況

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

16.0 2 2 9 0 0 15.0 0.0 0 0 1 0 0 1.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0

（ 18.5 2 2 10 1 － 16.5 1.5 0 0 1 0 － 1.0 0.0 1 0 － 1.0 0.0 )

地方独立行
政法人

ｇ．うち新規雇用
分（注５）

ｄ．重度以外の知
的障害者である短
時間労働者
（注４）

ｃ．重度以外の知
的障害者
（注４）

ｆ．　計
a×２＋ｂ＋ｃ＋（ｄ
＋e）×0.5
（注２）（注３）

ａ.重度知的障害
者
（注４）

b．　重度
知的障害者であ
る短時間労働者
（注４）

ｄ．重度以外の身
体障害者である
短時間労働者
（注４）

ｃ．重度以外の身
体障害者
（注４）

b．　重度
身体障害者であ
る短時間労働者
（注４）

ａ.重度身体障害
者
（注４）

区分

①
障害者の数（注１） ｆ．　計

a×２＋ｂ＋ｃ＋（ｄ
＋e）×0.5
（注２）（注３）

ｇ．うち新規雇用
分（注５）

③知的障害者の数②身体障害者の数 ④精神障害者の数

ｃ.精神障害者
（注４）

ｄ．精神障害者で
ある短時間労働
者（注４）

f．　計
ｃ＋d＋e×0.5
（注３）

g．うち新規雇用
分
（注５）

e．重度身体障害
者である特定短
時間労働者（注
４）

e．　重度知的障
害者である特定
短時間労働者
（注４）

e．　精神障害者
である特定短時
間労働者
（注４）

〔３①表の注〕

注1 ②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数 （身体障害者、知的障害者及び精神障害者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。

2 法令上、③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については、１人を２人に相当するものと しており、Ｆ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の「重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者」及びE欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び

精神障害者である特定短時間労働者」については、１人を0.5人に相当するものとしており、F欄の計を算出するに当たり0.5カウントとしている。

ただし、Ｂ欄の「重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者」については、１人を１カウントとしている。

3 Ａ、Ｃ欄は１週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、Ｅ欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。

4 F欄の「うち新規雇用分」は令和５年６月２日から令和６年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

5 （ ）内は令和５年６月１日現在の数値である。

〔３②表の注〕

注1 ①欄の「障害者の数」とは②③④f欄の計である。

2 ②③ａ欄の重度障害者については法令上、1人を2人に相当するものとしており、②③f欄の計を算出するに当たりダブルカウントとしている。

3 法令上、②③ｄ欄の重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間労働者並びに②③④e欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である特定短時間労働者については、1人を0.5人に相当するものとしており、②③④ｆ欄を算出するに当たり0.5カウントとしている。

ただし、②③ｂ欄及び④ｄ欄の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間労働者については、１人を１カウントとしている。

4 ②③のａｃ欄及び④のｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者、②③のｂｄ欄及び④のｄ欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、②③④のe欄は１週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者である。

5 ②③④g欄の「うち新規雇用分」は令和５年６月２日から令和６年６月１日までの１年間に新規に雇い入れられた障害者数である。

6 （ ）内は令和５年６月１日現在の数値である。
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